
大阪市営住宅屋上使用承認取扱要綱 

 

制  定  平成 18 年３月 27 日 

直近改正  令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 

 

（目的） 

第１条 市営住宅の屋上使用の承認にあたり、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の意義） 

第２条 この要綱において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (1) 市営住宅 大阪市営住宅条例施行規則（平成９年大阪市規則第61号）別表第１に定める市営

住宅をいう。 

 (2) 住宅管理センター 大阪市が設置している住宅管理センター（梅田、阿倍野及び平野）をい

う。 

（屋上の使用） 

第３条 屋上は、屋上防水、テレビ共視聴整備等の維持管理以外の目的のためには使用を認めない

こととする。ただし、次の各号に定める公共的な事業を行うのに際して必要な場合は、屋上の使

用を認めることができる。 

 (1) 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第59条の規定による都市計画事業や道路建設の測量及

び測量法（昭和24年法律 188号）第５条の規定による公共測量を行う場合 

 (2) 埋設文化財の位置を確認する場合 

 (3) 電気通信事業法第２条第５号に定める電気通信事業者が電波の中継基地として使用する場

合 

 (4) その他、本市が特に必要と認める場合 

（手続き） 

第４条 前条各号の事業を本市が実施する場合は、市営住宅の屋上を使用するにあたり、当該事業

の担当者が「屋上使用承認申請書（様式－１）」 （以下「申請書」という。）を当該市営住宅を

管轄する住宅管理センター（以下「住宅管理センター」という。）に提出しなければならない。 

２ 前条各号の事業を本市以外の者が実施する場合は、屋上使用を希望する者が事前に行政財産使

用許可申請書を市長に提出して許可を受けた後、申請書に行政財産使用許可書の写しを添えて住

宅管理センターに提出しなければならない。 

（使用承認及び報告） 

第５条 申請書を受理した住宅管理センターは、屋上使用に必要な鍵を使用者に貸与する。使用者

は、屋上の使用を終了した後に、速やかに住宅管理センターに上記の鍵を返還し、使用が完了し

たことを報告する。 

（事故の処理） 

第６条 屋上の使用により、屋上施設に損傷その他事故が生じた場合は、屋上使用者の負担により

その損傷の復旧その他必要な措置を行わせるものとする。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成18年４月１日から実施する。 

２ 平成 3年 6月 1日付け「屋上使用許可取扱要領」は廃止する。 



３ 本要綱施行の時において、前項により廃止された要領に基づき行われた承認・その他の行為は、

本要綱の相当規定によってしたものとみなす。 

 

附 則（平 19．4．1） 

この要綱は、平成 19年 4月 1日から実施する。 

附 則（平 21．４．１） 

この要綱は、平成 21年４月１日から実施する。 

附 則（平 21．９．25） 

この要綱は、平成 21年９月 28日から実施する。 

附 則（平 23．４．１） 

この要綱は、平成 23年４月１日から実施する。 

附 則（平 27．８．１） 

 この要綱は、平成 27年８月１日から実施する。 

附 則（平 29．４．１） 

 この要綱は、平成 29年４月１日から実施する。 

附 則（令３．４．１） 

 この要綱は、令和３年４月１日から実施する。 

 

 



様式－１ 

屋 上 使 用 承 認 申 請 書 

大阪市都市整備局長 様 令和  年  月  日 

申請者               

 

屋上を使用する住宅                 住宅    号館 

屋上を使用する期間 
自   令和  年  月  日 

至   令和  年  月  日 

屋上を使用する者  

  

屋上を使用する目的  

  

屋上を使用する条件 

① 屋上にあと施工アンカー（ホールインアンカー）等の 

設置工事は、一切いたしません。 

② 屋上の防水施設を損傷しないよう万全の対策を講じま 

す。万一、防水施設を損傷した場合は、私方の責任で当 

該屋上の全面補修工事をいたします。 

③ 屋上使用後は、必ず後片付け、清掃を行います。雨水 

排水用配管にゴミが詰まらないようにし、点検します。 

 会社 氏名 

屋上出入口   

鍵 受 領 者   

   

*住宅管理センター記入欄 

鍵貸与 令和  年  月  日 
特記事項 

 

鍵返却 令和  年  月  日 
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※大阪市以外の事業で屋上使用する者は、行政財産使用許可書の写しを添付すること。 


